
　愛媛県森林環境譲与税基金条例

　森林整備課
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・新たな森林管理システム担い手育成事業

・新たな森林管理システム森林情報整備事業

施　行　日

【その他参考事項】

基金の使途

森林整備を実施する市町の支援等に要する経費に使用

・森林管理支援センター事業

処分

　目的を達成するための事業に要する経費に充てるため、その全部又は一
部を処分することができる。

繰越運用

　財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率
を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができ
る。

運用益金の処理

設置

積立額

管理

　収益は、予算に計上して、基金に編入

　市町が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の支援等を図るた
めに要する経費の財源に充てるため、森林環境譲与税を原資として、森林
環境譲与税基金を設置する。

　一般会計歳入歳出予算で定める額

　現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管

森林環境譲与税を原資とする基金の設置

件　　　名

主　管　課

根拠法令等

【制定の概要】


